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１８歳で「大人」になる！？
～成年年齢引下げの問題点とこれから～

講師

会　場

　参加無料

弁護士・中小企業診断士。
京都大学法学部卒、京都大学法科大学院修了。
京都大学非常勤講師などを経て、現在、日弁連消費者問題
対策委員会副委員長（消費者教育・ネットワーク部会長）、
島根県弁護士会消費者問題対策委員会委員長。

出雲市塩治有原町２－１５

定　員

Tel：０８５３－２４－１２１２

２０２２年、民法改正により成年年齢が１８歳に
引下げられます。若者の消費者被害防止については
もちろん、いろいろな観点から消費者問題について
分かりやすくお話いただきます。

◆主催　ＡＣＡセミナー自主学習会
◆共催　放送大学島根同窓会／出雲市総合ボランティアセンター／出雲市消費者問題研究協議会
◆後援　出雲市／放送大学島根学習センター

◇問い合わせ先　　竹下（０９０-３６３１-０７３０）　宮崎（０９０-１６８７-３０７０）

松江ちどり法律事務所


